
交通安全だより

夏の交通安全市民運動夏の交通安全市民運動
7月11日土～ 20日㊗

運 動 重 点運 動 重 点
歩行者の安全な交通行動の実践及び安
全確保

運転者の安全運転意識の向上及び飲
酒運転等の根絶

自転車等の交通ルールの遵守及びヘル
メット着用の徹底

大事故に!!「ちらっと見」が大事故に!!「ちらっと見」が 運転中の携帯電話等の使用に対する罰則
運転中にスマホ等を使用 さらに事故を起こした場合

6月以下の懲役
又は10万円以下の罰金

1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金

3点 6点

大型…2万5千円　二輪…1万5千円
普通…1万8千円　原付…1万2千円

適用なし
（交通反則通告制度の対象外）

罰　則 罰　則

点　数 点　数

反則金 反則金

車両運転中の「ながらスマホ」は、法令で禁止されています。

　暑さが厳しくなり、体調不良になりやすい時期です。
運転の際は、こまめに休憩して、少しでも異変を感じた
ら、運転を中止してください。

市内の人身事故件数
昨年
７月中

死亡　 0件
重傷　 1件
軽傷　33件

交通安全・防犯教室

と　き 　 ７月９日木
　　　　　  午前 10時～ 11時
ところ 西部公民館
講　師 蒲郡警察署
対　象 　 市内在住の 60歳以上の方
定　員 30 人　　 参加費 無料
申し込み 　 ７月３日金までに直接西部公

民館（  68-7233）へ。

 自転車の青切符制度や特殊詐欺への対処
を分かりやすく説明します。

自転車の交通安全教室

と　き 　 7月15日水  午前10時～11時
ところ 東部公民館
講　師 蒲郡警察署交通課
対　象 市内在住・在勤の方
定　員 30 人　　 参加費 無料
申し込み 　 7 月 14 日火までに直接また

は電話で東部公民館（  67-
6198）へ。

蒲郡警察署　 68-0110
交通防犯課　 66-1156

　今年 4月から自転車にも ｢青切符｣ が適
用されました。自転車の新しい交通ルール
について学びましょう。

生涯学習課　 66-1167
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FAX 0533-66-1192
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